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１ はじめに 

この手引きは、川越市内の児童遊園（令和５年４月１日時点１４３箇

所）の管理について、必要な事項をまとめたものです。  

本書は、子どもたちや保護者の方々、児童遊園に関わる地域の皆様が、

児童遊園を安全に楽しく利用できるよう、市と地元自治会の皆様が行う

管理について、より一層理解を深めていただくことを目的に作成してい

ます。 

 

２ 児童遊園とは 

  児童遊園は、地域の幼児及び児童を交通禍から守り、その健全な育成

を図ることを目的として、自治会からの設置申請に基づき市が遊具や設

備を整備し、管理については、市（こども育成課）と地元自治会におい

て、協同で行うこととしています。 

  設置や管理等について必要な事項は「川越市児童遊園の設置等に関す

る要綱」、「川越市児童遊園に係る管理基準」に定めており、本書におい

て具体的な内容を記載しています。 

 

【都市公園との違い】  

市内には本書に示す児童遊園のほか、市や国・県が設置して管理を   

行っている「都市公園」が数多くあります。 

都市公園は、都市公園法に基づいて設置・管理しているもので、そ  

の基準等は法令で定められており、市の都市公園については、川越市公

園整備課が管理を行っています。 

一方、児童遊園は、地域における幼児・児童の健全育成という目的  

を主として、地元自治会（地域）の方々と川越市こども育成課が協同で

その管理を行うものとして、自治会からの申請に基づいて設置してい

ます。 

 

市の都市公園…法令に基づき設置し、維持管理は市で実施。 

市の児童遊園…自治会の申請により設置し、除草等の日常管理は自治  

会（地域）の皆様で実施。  
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３ 市と自治会の基本的な役割 

（１）市の役割 

   市の基本的な役割は、児童遊園内の遊具・設備等の専門点検や修繕・

更新など、主に設備等の管理に係る事項です。 

 

①遊具・設備等の保守点検  

児童遊園の整備に伴い市が設置した遊具・設備等については、年 

１回、専門業者に委託して保守点検を実施し、不具合や劣化の状態を

確認しています。  

保守点検では、ボルトやネジの増し締め・注油等の軽易なメンテ  

ナンスを行うとともに、保守点検を行った全ての遊具に「点検済」シ

ールを貼付し、危険などにより使用に支障がある場合は、一時的に使

用中止の措置を行うなどの対応をしています。  

 

【点検済シールと使用中止の例】 

 

 

 

 

 

 

 

     点検済シール          使用中止のブランコ 

 

②砂場の浄化・砂の補充  

児童遊園内の砂場は、衛生環境や利用の快適性の向上を図るため、

年１回、業者に委託して浄化作業を行っています。浄化作業では、ゴ

ミ、落葉、フン等を取り除くとともに、安全性を確認した薬剤での消

毒を行っています。  

また、保守点検や浄化作業により砂量の減少を確認した場合は、予  

算の範囲内で、砂の補充も行っています。  
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【砂場浄化の様子】  

 

 

 

 

 

 

       ゴミ等の除去           薬剤散布 

 

③遊具・設備等の修繕・更新・撤去・増設 

遊具・設備等の修繕・更新・撤去・増設は、保守点検の結果や自治

会からの申請（市こども育成課への児童遊園遊具等増設・修理・撤去

申請書の提出）などを踏まえ、市が行います。 

なお、これらの対応は、保守点検の結果も考慮し、劣化の進行具合

や園内の他の遊具・設備等の配置・スペースの状況、地元自治会や利

用する地域の方々の意向も踏まえながら、予算の範囲内で総合的に判

断して決定します（内容によっては、お時間をいただくことや、対応

を見送らせていただくこともあります）。 

 

④児童遊園用地の契約等の管理 

児童遊園として使用している土地は、公有地（市・県等行政で所有

している土地）、民有地のいずれもあります。  

民有地の場合、市と土地所有者（法人や個人の地権者）の方との土

地使用貸借契約に基づき、無償で土地をお借りしており、契約の更新

などの手続きは、市が行います。  

 

⑤児童遊園の新設・廃止  

市では児童遊園の新設・廃止を行っています。新設する場合、自  

治会が日常の維持管理を行うこと、土地所有者や隣接地権者の同意  

が得られることなどの要件があります。 
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また、利用する幼児・児童の減少等により廃止を検討される場合に

ついても、事前にご相談をいただいています。詳細は市へお問い合わ

せください。 

 

（２）自治会の役割 

自治会の皆様の基本的な役割は、児童遊園内の清掃・除草など、主に

日常的な維持管理に係る事項です。 

日常管理は、ごみゼロ運動や、地域活動の機会などもご活用いただく

とともに、日頃から児童遊園を利用している団体（育成会・子ども会や

ゲートボールなどの団体）の方々にもお声掛けいただくなど、地域の皆

様が協力して実施できる体制づくりをお願いします。 

 

①ルール等の周知について  

    児童遊園を利用する方々へ「４ 児童遊園の利用のルール等」（６

ページ）に掲げる事項等について周知をお願いします。ルール等を

記載した簡易な掲示（ラミネート加工したもの）を市で作成するこ

ともできますので、希望される場合は市へご相談ください。  

 

  【市で作成する掲示の例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

②園内の清掃、除草、整地 

清掃については、日頃から園内の見回りを行うなど、美化に努めて

いただくようお願いします。  
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除草については、特に５月から９月頃までの雑草の繁茂が著しく、

児童遊園の利用や隣接する土地に影響を及ぼすことが無いよう、定期

的な対応が必要です。なお、幼児・児童の安全上の観点から、除草剤

の使用は禁止しています。 

また、つまずきや転倒防止のため、特に除草後などは、地面の凹凸

が無いように整地をお願いします。  

 

  ③樹木剪定等 

樹木剪定については、樹木の生育状況等を考慮しながら、適宜ご対

応をお願いします。自治会の皆様でご対応いただく際は、事前に作業

手順を確認し複数名で行うなど、安全に配慮しながら実施してくださ

い。なお、高木等で対応が難しい場合は、市へご相談ください。  

また、樹木に害虫が発生した場合の駆除もお願いしています。アメ

リカシロヒトリなどの毛虫類の駆除は、市（環境政策課）から防除機

械の貸出しと防除薬剤の交付を行っています。事前に申請が必要とな

りますので、詳細はお問い合わせください。なお、スズメバチなど、

人命に係わる害虫の場合は、市へご連絡ください。  

 

④遊具・設備等の日常点検  

遊具・設備等の点検は、市が専門業者に委託して行う保守点検の  

ほか、自治会の皆様にも日常点検をお願いしています。  

日常点検は、遊具・設備等の安全性を確認していく上で、市が行う

保守点検と併せて重要な作業となりますので、季節ごと（３箇月に１

回程度）を目安として実施してください（日常点検の方法等、詳細に

ついては別紙「日常点検の手引き」のとおり）。 

 

  ⑤児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書の提出  

日常点検の結果などにより、遊具・設備等の増設・修繕・撤去を要

請する場合は、市こども育成課宛てに「児童遊園遊具等増設・修理・

撤去申請書」のご提出をお願いします。  

 



6 

 

なお、破損などの報告については、市の公式 LINE による「通報機

能」（令和５年７月４日から運用開始）も便利です。 

 

【市公式 LINE の通報機能について】  

   市公式 LINE による通報機能を利用することで、破損箇所の場所や状

況をいつでも簡単に通報（情報提供）することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※LINE からの通報に対しては個別の回答や返信は原則行いません。 

 

４ 児童遊園の利用のルール等  

   児童遊園では、幼児・児童をはじめ、地域の方々が気持ちよく使え

るように、ゴミを片付ける、近隣の迷惑になるような大声を出したり

騒音を立てない等のマナーを守って、譲り合いながらご利用いただく

とともに、以下に掲げる基本的なルールを遵守していただきます。  

①市公式 LINE を友達登録後、

LINE トップページから「道

路などの破損等を通報」を

タップ。  

②公園に関する通報から児童

遊園をタップ。  

③トーク画面に従って位置

情報や写真を送信。詳しく

は市ホームページをご覧

ください。  
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  ①ボール遊びの禁止  

    児童遊園内では、幼児用の柔らかいボールを使った遊び、ゲート

ボール、グラウンド・ゴルフを除き、ボール遊び（野球（キャッチボ

ール含む）、サッカー）は禁止しています。 

    なお、ゲートボールやグラウンド・ゴルフを実施する場合は、利

用する子どもたちが安全に遊べるスペースを確保していただくなど、

ご配慮願います。  

 

  ②火気使用の禁止  

    児童遊園内では喫煙は禁止です。その他花火等の火気使用につい

ては、自治会や地域住民の方々が、「青少年の健全育成という目的」

で、「条件を満たして使用する場合」を除き禁止しています。 

 

【花火等の火気使用の条件】 

   ・花火等火気の使用時間は、近隣に配慮し、原則午後９時までとす

ること。 

   ・使用できる花火は、線香花火などの手持ち花火に限ること。  

   ・花火等火気使用の際は、必ず保護者同伴で行うこと。  

   ・花火等火気使用の際は必ず水を用意し、使用後は後片付けの上ゴ

ミは必ず自宅に持ち帰ること。  

   ・大きな話し声などを控え、近隣の迷惑にならないよう注意するこ

と。 

 

    なお、児童遊園の設置場所は、住宅密集地や寺社地など様々であ

ることから、自治会において、周辺環境等を考慮し、条件に関わら

ず、花火等火気使用を全面禁止としている児童遊園もあります。 

 

  ③自動車の乗入れの禁止  

    幼児・児童の安全確保や、地面の変形を防ぐため、児童遊園内へ

の自動車の乗入れは禁止しています（維持管理や地域活動の準備等

を行う上で必要な場合は除きます）。 
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５ 保険について 

  市では児童遊園内の遊具・設備等施設の瑕疵等が原因で発生した損害

等を対象とし、「市民総合賠償補償保険 (全国市長会)」に加入しています。 

  事故等の発生を確認した場合は、速やかに市へご連絡ください。  

 

６ 地域での活用について  

児童遊園は、地域の幼児・児童の健全育成を目的として設置しており、

子どもたちが自由にのびのびと遊べる場であるほか、自治会が行う健全

育成につながるイベント・活動（子ども会活動やラジオ体操、地域の盆踊

りなど）の場としてもご活用いただけますので、地域において積極的にご

活用ください。 

この場合、市への使用申請等は必要ありませんが、「４ 児童遊園の利

用のルール等」に掲げる事項は遵守していただくよう、お願いします。  

 

【プレーパークについて】 

市では児童遊園などを活用し、「プレーパーク」を実施しています。 

プレーパークとは、遊びの環境づくりを担うプレーリーダーととも

に、子どもたちが自由に様々な遊びに挑戦したり、様々な体験や交流  

ができる遊び場のことです。  

プレーパークは、子どもたちの居場所として、子どもたちが外で遊ぶ

きっかけづくりとして、大変有意義なものであることから、市において

も、地域への活動の輪を広げる取組みを推進していく予定です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

      ターザン遊び          どろ団子づくり 
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川越市児童遊園の設置等に関する要綱  

 

（趣旨） 

第１条   この要綱は、幼児及び児童を交通禍から守り、その健全な育成を

図ることを目的とする川越市児童遊園（以下「児童遊園」という。）

を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条   この要綱において「児童遊園」とは、幼児及び児童が自ら又は保

護者と共に遊戯に使用する施設を有する野外における遊び場をいう。 

（設置の条件） 

第３条   児童遊園の設置の条件は、次に掲げるとおりとする。  

⑴ 自治会が維持管理を行うこと。  

⑵ 川越市内の土地であること。  

⑶ 近隣に遊び場がなく、かつ、既存の児童遊園又は公園から概ね２０

０メートル以上離れていること。  

⑷ 面積は、３３０平方メートル程度であること。  

⑸ 自動車等の乗り入れがないこと。  

⑹ 借地の場合は、土地所有者の承諾が得られていること。  

⑺ 予定する児童遊園に隣接する土地所有者の同意が得られていること。 

⑻ 境界の確定、私権その他工事に支障となる事項がないこと。  

（設置申請の手続）  

第４条   児童遊園の設置を希望する自治会長は、児童遊園設置申請書（様

式第１号）、児童遊園設置同意書（様式第２号）に、次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。  

⑴ 案内図 

⑵ 公図の写し 

⑶ 土地の現況を撮影した写真  

⑷ 土地の登記簿謄本  

（設置の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、現地を調査し、

適当と認めたときは児童遊園を設置する。  

（設置決定の通知）  

第６条 市長は、前条の規定により設置を決定したときは、児童遊園設置

決定書（様式第３号）により、その旨を自治会長に通知するものとする。  

（使用貸借の期間）  

第７条 児童遊園の用地の使用貸借の期間は、原則として次に掲げるとお

りとする。 

 ⑴ 工事費の予定額が３００万円未満の場合 ５年以上 
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⑵ 工事費の予定額が３００万円以上の場合  １０年以上 

（契約の締結） 

第８条 市長は、設置工事に着手する前に境界の確定、私権その他工事に

支障となる事項がないことを確認した後、土地使用貸借契約を締結する

ものとする。 

（施設の整備） 

第９条 市長は、予算の範囲内において整地、外柵その他の必要な施設を

整備するものとする。  

２ 整備後において、遊具等の増設、修理、撤去等の必要が生じた場合、自

治会長は、児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書（様式第４号）を市長

に提出しなければならない。  

３ 遊具等の増設、修理、撤去等は、市長が行うものとする。  

（管理） 

第 10 条 市長は、自治会長に児童遊園の適切な管理を行わせるものとする。 

２ 自治会長は、児童遊園を善良な管理のもとに保全し、良好な状態で利

用できるように努めなければならない。  

３ 自治会長は、遊具等に破損又は異常を発見した場合には、速やかに市

長に報告するものとする。  

（契約の更新） 

第 11 条 市長は、自治会長及び土地所有者と協議のうえ、契約の更新によ

る使用貸借の期間を決定するものとする。  

（児童遊園の廃止）  

第 12 条 自治会長は、土地所有者の都合等によりやむを得ず児童遊園を廃

止する場合は、児童遊園廃止届（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、土地を返還する場合は、土地返還決定書（様式第６号）により

所有者に通知し、原状に復する等の措置を行うものとする。  

（委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年１２月３日から施行する。  

２ この要綱施行前にちびっこ広場設置要綱、遊園地設置要綱及び川越市

児童遊園設置要綱の規定によって設置されたちびっこ広場、遊園地及び

児童遊園は、この要綱の規定により設置された児童遊園とみなす。  

附 則 

 この要綱は、令和  ４年 ４月 １日から施行する。  
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    川越市児童遊園に係る管理基準  

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、川越市児童遊園の設置等に関する要綱（平成２４年

１１月７日市長決裁。以下「要綱」という。）に基づき、川越市児童遊

園の適切な管理について、必要な事項を定めるものとする。  

 （管理の内容） 

第２条 要綱第１０条第１項の適切な管理とは、次に定めるところによる。 

 ⑴ 遊具等の日常点検を行うこと。  

 ⑵ 除草及び清掃を行うこと。  

 ⑶ 地盤（地面）の整備を行うこと。  

 ⑷ 樹木の剪定を行うこと。  

   ただし、寺社地及び共有地などにある所有者が特定できない樹木で、

剪定の域を超えて成長した樹木の枝切り等については、自治会長と協

議のうえ、対応するものとする。  

 ⑸ 樹木に発生した害虫の駆除を行うこと。  

   ただし、スズメバチ等、人命に係わるような害虫は除く。  

 ⑹ ボール遊び（野球（キャッチボールを含む）、サッカー）は禁止とし、

その旨の内容を含めた、児童遊園利用者への注意を喚起する看板の設

置を行うこと。 

   ただし、ゲートボール、グラウンドゴルフ、幼児用の柔らかいボー

ル遊びは除く。 

 ⑺ 喫煙は禁止とし、花火等その他の火気使用は、青少年の健全育成を

目的とするもので、以下イからホの条件を満たす場合を除き禁止とし、

その旨の内容を含めた児童遊園利用者への注意喚起を行うこと。  

  イ 花火等火気の使用時間は、近隣に配慮し、原則午後９時までとす

ること。  

  ロ 使用できる花火は、線香花火などの手持ち花火に限ること。 

  ハ 花火等火気の使用の際は、必ず保護者同伴で行うこと。  

  ニ 花火等火気の使用の際は必ず水を用意し、使用後は後片付けのう  

え、ゴミは必ず自宅に持ち帰ること。  

  ホ 大きな話し声などを控え、近隣の迷惑にならないよう注意するこ

と。 

⑻ その他、児童遊園の設置の目的のために必要な維持管理を行うこと。 

   附 則 

  この基準は、平成２４年１２月３日から施行する。  

   附 則 

 この基準は、平成２７年１２月３日から施行する。  
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〒350-8601 川越市元町１丁目３番地１（本庁舎 3 階） 

川越市こども未来部こども育成課  こども支援担当  

電話  ０４９－２２４－５７２４（直通）  

FAX ０４９－２２４－６７０５  

 

◎手引き・様式をパソコン等でご覧になるには・・・  

パソコン…川越市ホームページの検索欄で  児童遊園☜検索  

携帯・スマートフォン…右記２次元コードを読み取りください  

 


